
- 1 - 

 

青森県復興推進計画 

 

平成２４年１月３１日 

青 森 県 

八 戸 市 

三 沢 市 

お い ら せ 町 

階 上 町 

 

作成主体の名称：青森県、八戸市、三沢市、おいらせ町、階上町 

 

１ 復興推進計画の区域 

   八戸市、三沢市、おいらせ町及び階上町の全域 

 

２ 復興推進計画の目標 

   東日本大震災により、本県は人的被害や住家被害に加え、港湾・漁港等の各種インフ

ラ施設や企業の工場施設、機械設備、学校を始めとする公共施設などに大きな被害を受

け、被害額は八戸市が１，２１２億３，３６４万７千円、三沢市が７８億３，５１１万

１千円、おいらせ町が１９億１，３５８万４千円、階上町が１０億９，９８８万５千円

と、過去最大の被害となり、４市町を含む公共職業安定所管内で約９７０人に及ぶ住民

が雇用の機会を失っているところです。    

   その一方で、今回の震災に伴う原子力発電事故で、我が国のエネルギー需給が逼迫す

る中、東北地域に豊富に賦存している再生可能エネルギーが注目されています。再生可

能エネルギーを始めとした環境負荷の低いエネルギーの導入は、低炭素社会を実現して

いく上でも重要な取組であり、今後、環境・エネルギー関連産業は我が国における経済

成長の大きな柱の一つと見込まれているところです。被災４市町においては、再生可能

エネルギー関連の先進的なプロジェクトを進めてきた実績と高いポテンシャルがあるこ

とから、今後の再生可能エネルギー関連産業の集積を図ることにより、復興に向けた新

規雇用創出への大きな可能性を有しています。 

また、被災４市町においては、ものづくり加工に関する知的集積が進んでおり、加工

産業に関する支援拠点が存在するとともに、半導体に関する関連技術の研究開発や、高

度技術者の養成に取り組んでおり、さらには、八戸港や三沢空港を始めとする重層的な

交通ネットワークが存在しているところであり、これらの地域特性を活かすことのでき

る医療・健康関連産業やエレクトロニクス産業などを集積することによる新規雇用創出

効果も大いに見込まれるところです。 

   さらに、被災４市町は豊かな自然環境がもたらす良質な水資源があり、その恵みを活

用して米、野菜、果実、畜産物、水産物をバランス良く豊富に生産することができるこ

とから、食品関連産業を集積するにも適していると考えております。    

   このため、被災４市町の雇用被害を可能な限り早期に回復させる観点から、環境・エ
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ネルギー、農林水産資源、これまで培ってきた工業等の産業集積、八戸港や三沢空港を

始めとする重層的な交通ネットワークなど、被災４市町の価値と強みを最大限に活用し

た新規雇用創出に向けた復興施策を積極的に展開し、平成２３年１２月に策定した「青

森県復興ビジョン」に基づき、創造的復興を支える生業づくりの実現をめざします。 

 ○定性的な目標 

  ・企業立地や新たな設備投資、生産能力拡充等による産業集積の形成及び活性化の促進 

  ・産業集積による地域経済の活性化及び震災による解雇者の早期雇用機会の確保 

 ○具体的な数値目標 

   新規雇用人数 １，０００人 

   （算定根拠） 

     「東北地方太平洋沖地震の影響による人員整理状況(青森労働局まとめ)」における、

対象区域管内(八戸及び三沢ハローワーク)の解雇者数９７０人（平成２３年３月１１

日～平成２３年１２月３１日）相当(震災による解雇者の早期雇用機会を確保する） 

 

３ 目標を達成するために推進しようとする取組の内容 

  ○ 北東北地域の国際物流拠点及び総合静脈物流拠点（リサイクルポート）である八戸

港を有する対象区域が有するポテンシャルや環境・エネルギー分野における研究開発

等を通じた先端技術･ノウハウの蓄積を活かし、需要が拡大すると見込まれている環境

リサイクル・環境配慮型素材関連産業の連携・集積を図る。 

○ 対象区域において、液化天然ガス（ＬＮＧ）輸入基地やメガソーラーによるエネル

ギー開発・供給拠点が形成されている現状を踏まえ、低炭素社会の実現に貢献する省

エネルギーに関する新たな技術開発に向けた取り組み支援（青森県戦略的ものづくり

先進技術事業化支援事業）と連携を図ることにより、対象区域が有するポテンシャル

や環境・エネルギー分野における研究開発等を通じた先端技術･ノウハウの蓄積を活か

し、需要が拡大すると見込まれている省エネルギー・省力化技術関連産業及び新エネ

ルギー関連技術産業、新エネルギー供給関連産業、省エネルギーに関する新たな技術

開発に取り組むものづくり企業群の連携・集積を図る。   

○ 医療機器に係るものづくりの加工に関する知的集積が進んでいるとともに、当該加

工産業に関する支援拠点が存在していることを踏まえ、これらの強みを活かし、今後

需要が拡大すると見込まれる医療機器部材の微細加工技術産業や医療用機械器具関連

産業の連携・集積を図り、次世代医療関連機器等の研究・開発拠点を形成する。 

○ 原材料となる農林水産資源が豊富であるとともに、研究開発の基盤が確立している

等の強みを活かし、今後需要が拡大すると見込まれるいわゆる健康食品などの食品関

連産業（食品加工）や、化粧品関連産業の連携・集積を図り、健康食品・化粧品の研

究・開発拠点を形成する。 

  ○ さらには、八戸港や三沢空港を始めとする重層的な交通ネットワークの立地特性や、

これまでに立地展開が進んでいる工業集積等の既存資源を生かし、企業誘致に積極的

に取り組み、今後大きな成長が期待される半導体関連産業、自動車・鉄道・航空機部

分品製造業や船舶製造業といったエレクトロニクス等先端技術産業の集積の形成及び
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活性化を図る。 

  ○ 全国有数の水揚げ量や野菜等の出荷量を誇る豊富な農林水産物を活用し、新規立

地・投資・雇用を促進し、地域の特色を生かした食品関連産業の集積の形成及び活性

化を図るとともに、食品の研究開発や加工技術の開発の促進に取り組む。 

  ○ 各産業の事業活動に密接に関連する情報関連サービス業（ソフトウェア開発、情報

処理、コールセンター、データセンター等）や研究所の集積の形成及び活性化を図る。 

  ○ おいらせ町では、既存の商業集積区域において、高速道路や国道などの充実した交

通ネットワークの立地特性を生かし、新規立地・雇用を促進し、小売業の集積の形成

及び活性化を図る。 

 

４ 復興産業集積区域の区域 

市町名 区域 地番等 

八戸市 八戸水産加工団地復興産業集積区

域 

大字市川町 

 臨海工業地帯復興産業集積区域 江陽２～５丁目、沼館１丁目、沼館３～４

丁目、大字河原木、大字市川町、大字豊洲、

大字沼館、八太郎１丁目、八太郎３丁目の

一部、八太郎５～６丁目 

 新井田
に い だ

地区復興産業集積区域 大字新井田、大字湊町 

 松館
まつだて

地区復興産業集積区域 大字松館 

 桔梗
ききょう

野
の

工業団地復興産業集積区域 桔梗野工業団地１～３丁目、大字市川町 

 八戸北インター工業団地復興産業

集積区域 

北インター工業団地１～６丁目 

 漁港地区復興産業集積区域 新湊１～３丁目、築港街第一埠頭、築港街

１～２丁目、白銀１～２丁目、大字湊町、

大字鮫町、大字白銀町 

(大字湊町、大字鮫町、大字白銀町について

は、当該計画が認定された時点において、

工場、事業所が立地している区域に限る。) 

 長苗代
ながなわしろ

地区復興産業集積区域 卸センター１～２丁目､一番町１～２丁目､

大字河原木､大字尻内町､大字長苗代 

 本八戸周辺地区復興産業集積区域 大字常番町、柏崎１～６丁目、小中野１～

８丁目、吹上１丁目、吹上３丁目、内丸１

～３丁目、大字荒町、大字岩泉町、大字鍛

冶町、大字上徒士町、大字上組町、大字窪

町、大字朔日町、大字三日町、大字六日町、

大字八日町、大字十一日町、大字十三日町、

大字十六日町、大字十八日町、大字廿三日

町、大字廿六日町、大字常海町、大字新荒
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町、大字鷹匠小路、大字寺横町、大字長横

町、大字馬場町、大字番町、大字堀端町、

大字町組町、大字湊町、大字本鍛冶町、大

字山伏小路、大字類家、城下１～４丁目、

江陽２丁目、沼館１～２丁目、大字鳥屋部

町、大字稲荷町、大字本徒士町、大字徒士

町、大字堤町、大字糠塚、大字売市、大字

大工町、長者１丁目 

 白山
はくさん

台
だい

地区復興産業集積区域 北白山台２丁目、北白山台４丁目 

 妙地区復興産業集積区域 大字妙 

 美保野地区復興産業集積区域 大字美保野 

 南郷地区復興産業集積区域 ※南郷地区内における下記地名内の地番全

部を区域とする。 

大字島守字穴久保沢、大字島守字赤坂、大

字島守字阿庄内、大字島守字安藤、大字島

守字荒井沢、大字島守字相畑、大字島守字

赤向、大字島守字雨堤、大字島守字相野新

田、大字島守字赤羽、大字島守字姉市沢、

大字島守字池ノ沢、大字島守字一本向、大

字島守字井戸尻、大字島守字岩ノ沢長根、

大字島守字市ノ久保、大字島守字五ツ役、

大字島守字稲荷、大字島守字石橋、大字島

守字石仏、大字島守字売井坂、大字島守字

打手平、大字島守字上野坂、大字島守字上

野沢、大字島守字上旦平、大字島守字ウト

ウ坂、大字島守字ウツキ沢、ウトウ沢、大

字島守字内山、大字島守字上野長根、大字

島守字馬ノ墓、大字島守字犾舘、大字島守

字大和山、大字島守字大平、大字島守字大

久保、大字島守字大開、大字島守字狼久保、

大字島守字大沢、大字島守字大ソウリ、大

字島守字狼穴、大字島守字奥河原、大字島

守字上荒谷、大字島守字上巻、大字島守字

合戦場、大字島守字合戦場沢、大字島守字

上江花沢、大字島守字鴨子沢、大字島守字

鴨ノ下、大字島守字川端、大字島守字上世

増、大字島守字春日河原、大字島守字上河

原、大字島守字蟹沢、大字島守字春日、大

字島守字釜ノ久保、大字島守字狩亦、大字
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島守字川久保、大字島守字上相野、大字島

守字上平、大字島守字上平長根、大字島守

字曲尺折目、大字島守字上長代、大字島守

字ガンゲン、大字島守字牛馬立、大字島守

字狐森、大字島守字北向、大字島守字北ノ

畑、大字島守字北長根、大字島守字狐向、

大字島守字熊堂、大字島守字クビレ松、大

字島守字クグイ、大字島守字崩向、大字島

守字楜桃沢、大字島守字黒坂出口、大字島

守字倉市、大字島守字源助平、大字島守字

玄能、大字島守字ケト森、大字島守字駒峰、

大字島守字五輪、大字島守字小林、大字島

守字小花、大字島守字米野、大字島守字五

郎ソウリ、大字島守字駒木沢、大字島守字

瘤沢、大字島守字小山田、大字島守字小平、

大字島守字駒坂、大字島守字笹山、大字島

守字サイカチ、大字島守字サフサ長根、大

字島守字三本松、大字島守字桜久保、大字

島守字サンプン、大字島守字三代坂、大字

島守字三代、大字島守字笹子向、大字島守

字坂ノ上、大字島守字坂ノ沢、大字島守字

佐ノ塚、大字島守字崎ノ木沢、大字島守字

三十郎久保、大字島守字三枚堂久保、大字

島守字沢内、大字島守字坂本、大字島守字

砂篭、大字島守字坂ノ下、大字島守字沢代、

大字島守字境ノ沢、大字島守字沢田沢、大

字島守字笹平、大字島守字鮫ノ口、大字島

守字坂ノ木沢、大字島守字桜沢、大字島守

字沢子頭、大字島守字鹿屋敷、大字島守字

下巻、大字島守字下合戦場、大字島守字下

江花沢、大字島守字下山、大字島守字七枚

田、大字島守字菖蒲沢、大字島守字下向、

大字島守字下長代、大字島守字下山長根、

大字島守字下崩、大字島守字下世増、大字

島守字下荒谷、大字島守字白山、大字島守

字十文字、大字島守字下旦平、大字島守字

下明戸、大字島守字新田、大字島守字下相

野、大字島守字砂沢、大字島守字筋久辺、

大字島守字砂子、大字島守字砂田、大字島
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守字外田山、大字島守字外平、大字島守字

外山長根、大字島守字外雨堤、大字島守字

外長根、大字島守字惣名久保、大字島守字

外妻ノ神、大字島守字外ノ沢、大字島守字

外平長根、大字島守字外久保、大字島守字

田子沢、大字島守字鷹待場、大字島守字高

清水、大字島守字田中、大字島守字高山、

大字島守字舘、大字島守字舘下前、大字島

守字高陣場、大字島守字高橋、大字島守字

滝ノ平、大字島守字田ノ上、大字島守字田

山、大字島守字ダダメキ、大字島守字田ノ

水戸、大字島守字高日向、大字島守字タダ

越、大字島守字竹野、大字島守字高嶽、大

字島守字滝沢、大字島守字大波、大字島守

字大三代、大字島守字平ラ、大字島守字チ

ボケ渡、大字島守字帳塚、大字島守字力石、

大字島守字土橋、大字島守字堤森、大字島

守字槻ノ木、大字島守字土折、大字島守字

天魔、大字島守字寺久保、大字島守字天魔

長根、大字島守字天バイ、大字島守字外舘、

大字島守字取返、大字島守字遠山、大字島

守字栃ケ久保、大字島守字長森、大字島守

字中森、大字島守字長瀬、大字島守字中里、

大字島守字中野沢、大字島守字長釣間、大

字島守字梨子ノ久保、大字島守字長坂長根、

大字島守字長久保、大字島守字中フコトリ、

大字島守字不習、大字島守字中明戸、大字

島守字長ツム子、大字島守字梨子ノ木平、

大字島守字中渡、大字島守字中相野、大字

島守字中谷地、大字島守字夏海道、大字島

守字鍋倉、大字島守字西越、大字島守字鶏、

大字島守字新山、大字島守字ヌカリ河原、

大字島守字ヌカリ渡、大字島守字根子久保、

大字島守字根岸平、大字島守字野月、大字

島守字野際、大字島守字八幡、大字島守字

畑内、大字島守字林下、大字島守字馳下り、

大字島守字八森長根、大字島守字畑福長根、

大字島守字浜坂、大字島守字林、大字島守

字畑、大字島守字馬場、大字島守字番屋、
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大字島守字平ノ脇、大字島守字冷水、大字

島守字平石、大字島守字平ノ下河原、大字

島守字ヒノコ前、大字島守字ヒトカタキ、

大字島守字古坊、大字島守字船越、大字島

守字吹越、大字島守字二タ又、大字島守字

二ツ石、大字島守字古里、大字島守字細久

保、大字島守字万ノ久保、大字島守字前田、

大字島守字前平、大字島守字前坂長根、大

字島守字松石橋、大字島守字巻河原、大字

島守字亦沢、大字島守字道尻、大字島守字

ミノコ長根、大字島守字三渡、大字島守字

水吉、大字島守字水口、大字島守字宮沢沢、

大字島守字向山根黒、大字島守字向山、大

字島守字目蕪ラ、大字島守字目蕪ラ下、大

字島守字門前、大字島守字持金沢、大字島

守字八百、大字島守字矢八坂、大字島守字

山子、大字島守字山ノ神、大字島守字山口、

大字島守字山田谷地、大字島守字山田、大

字島守字簗瀬、大字島守字横平、大字島守

字横道、大字島守字四ツ役、大字島守字和

山、大字島守字若宮、大字島守字東台、大

字島守字世増、大字島守字野田、大字頃巻

沢字石倉田、大字頃巻沢字上ノ山、大字頃

巻沢字鬼ノ目、大字頃巻沢字風サライ、大

字頃巻沢字上頃巻沢、大字頃巻沢字壁ケ坂、

大字頃巻沢字鹿倉、大字頃巻沢字清水頭、

大字頃巻沢字下頃巻沢、大字頃巻沢字蒼前

下、大字頃巻沢字十文字平、大字頃巻沢字

外山、大字頃巻沢字舘向、大字頃巻沢字滝、

大字頃巻沢字長久保、大字頃巻沢字納子山、

大字頃巻沢字野田沢、大字頃巻沢字八森、

大字頃巻沢字ハンノ木沢、大字頃巻沢字向

山、大字頃巻沢字谷地頭、大字中野字家ノ

上、大字中野字家ノ前、大字中野字石ノ鉢、

大字中野字石渡、大字中野字板橋ノ下、大

字中野字兎口、大字中野字丑木沢、大字中

野字姥久保、大字中野字大久保、大字中野

字大久保山中、大字中野字大平、大字中野

字大日向、大字中野字大蕨、大字中野字大
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舘、大字中野字家口、大字中野字片平山、

大字中野字上洗、大字中野字上黒坂、大字

中野字上葭平、大字中野字萱久保、大字中

野字狐森、大字中野字黒坂、大字中野字拵

坂、大字中野字小舘ノ下、大字中野字小間

木ア沢、大字中野字小森、大字中野字妻ノ

神、大字中野字境久保、大字中野字境井沢、

大字中野字沢向、大字中野字志民長根、大

字中野字下洗、大字中野字下家前、大字中

野字下平、大字中野字下葭平、大字中野字

庄八、大字中野字諏訪、大字中野字千日沢、

大字中野字外ノ沢、大字中野字外輪橋、大

字中野字袖ノ沢、大字中野字高村、大字中

野字舘野、大字中野字舘ノ下、大字中野字

田屋久保、大字中野字田屋久保ノ下、大字

中野字長伝、大字中野字長伝ノ下、大字中

野字天狗森ノ下、大字中野字樋河、大字中

野字樋河ノ上、大字中野字留長根、大字中

野字鳥喰、大字中野字中久喜、大字中野字

中野、大字中野字中森、大字中野字中渡、

大字中野字中条、大字中野字梨子木平、大

字中野字西山、大字中野字鶏島、大字中野

字鶏島ノ下、大字中野字浜梨子森、大字中

野字林崎、大字中野字半堂、大字中野字半

堂森、大字中野字干草久保、大字中野字日

向、大字中野字平ノ下、大字中野字深渡、

大字中野字間木ア沢、大字中野字又柄、大

字中野字待ア台、大字中野字孫次郎、大字

中野字向家前、大字中野字向平、大字中野

字元苗代、大字中野字役人久保、大字中野

字八ツ役、大字中野字山中、大字中野字山

崎、大字中野字湯沢、大字中野字治仏塚、

大字市野沢字青沢、大字市野沢字赤坂、大

字市野沢字イキレ窪、大字市野沢字石窪、

大字市野沢字市野沢、大字市野沢字市野沢

平、大字市野沢字右エ門次郎窪、大字市野

沢字岡久保、大字市野沢字大渡、大字市野

沢字大松長根、大字市野沢字大渡沢、大字

市野沢字上大槻沢、大字市野沢字上山、大
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字市野沢字上蛇塚、大字市野沢字家口山、

大字市野沢字勘助山、大字市野沢字黄檗、

大字市野沢字黒坂、大字市野沢字鞍掛、大

字市野沢字駒木山、大字市野沢字笹子、大

字市野沢字妻ノ神、大字市野沢字三合山、

大字市野沢字下大槻沢、大字市野沢字新田、

大字市野沢字忍山、大字市野沢字高森、大

字市野沢字鷹ノ巣、大字市野沢字田ノ沢橋

場、大字市野沢字田ノ沢、大字市野沢字田

ノ沢向、大字市野沢字違折、大字市野沢字

違折向、大字市野沢字堤向、大字市野沢字

中森、大字市野沢字中ノ沢、大字市野沢字

中市野沢、大字市野沢字西百目木、大字市

野沢字西川原、大字市野沢字林合、大字市

野沢字東百目木、大字市野沢字法霊長根、

大字市野沢字松内場、大字市野沢字向山、

大字市野沢字簗塚、大字市野沢字山陣屋、

大字市野沢字山崎、大字市野沢字屋敷添、

大字市野沢字合戦場、大字市野沢字権現山、

大字市野沢字十郎屋敷、大字市野沢字十文

字、大字市野沢字馬場瀬、大字市野沢字下

市野沢、大字泥障作字泥障作、大字泥障作

字青沢、大字泥障作字赤坂、大字泥障作字

岩ノ平、大字泥障作字一本松、大字泥障作

字石橋、大字泥障作字家ノ前、大字泥障作

字大畑、大字泥障作字大森、大字泥障作字

金引沢、大字泥障作字風サラヒ、大字泥障

作字上坂長根、大字泥障作字狐森、大字泥

障作字境窪、大字泥障作字沢口、大字泥障

作字桜窪、大字泥障作字下長根、大字泥障

作字下坂、大字泥障作字外川原、大字泥障

作字高田、大字泥障作字津串森、大字泥障

作字天狗森、大字泥障作字西小木森、大字

泥障作字西山、大字泥障作字猫屋敷、大字

泥障作字東小木森、大字泥障作字日影、大

字泥障作字深渡、大字泥障作字法霊長根、

大字泥障作字法霊ノ下、大字泥障作字横座

森、大字大森字芦窪、大字大森字板橋、大

字大森字一本木、大字大森字右エ門太窪、
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大字大森字兎内、大字大森字姥久保、大字

大森字大久保、大字大森字大沢、大字大森

字大向、大字大森字大森、大字大森字大渡

橋、大字大森字大場沢、大字大森字大畠、

大字大森字小平、大字大森字上平中、大字

大森字上窪、大字大森字片平山、大字大森

字狐久保、大字大森字狐森、大字大森字桑

ノ木渡、大字大森字桑ノ木、大字大森字黒

坂、大字大森字小田野、大字大森字小手ケ

森、大字大森字三本松、大字大森字下平中、

大字大森字新蔵窪、大字大森字新田向、大

字大森字砂子崎、大字大森字砂子、大字大

森字墨山、大字大森字蒼前長根、大字大森

字田屋後、大字大森字力石、大字大森字土

渡、大字大森字遠山、大字大森字中渡、大

字大森字中渡向、大字大森字梨子木、大字

大森字中小花、大字大森字中小花向、大字

大森字長森、大字大森字西山、大字大森字

人形森、大字大森字野場山、大字大森字林

崎、大字大森字林崎後、大字大森字鳩田、

大字大森字鳩田向、大字大森字鳩田後、大

字大森字浜梨子平、大字大森字札切、大字

大森字八森、大字大森字与次郎、大字大森

字雷林、大字大森字下道内、大字大森字下

道内後、大字大森字下道内向、大字大森字

五郎兵エ、大字大森字泥ノ木、大字泉清水

字泉清水、大字泉清水字居守渡、大字泉清

水字大久保、大字泉清水字大場沢、大字泉

清水字風吹、大字泉清水字上田、大字泉清

水字黒坂、大字泉清水字久保、大字泉清水

字久保山、大字泉清水字境沢、大字泉清水

字白坂、大字泉清水字高森、大字泉清水字

着陣平、大字泉清水字中新田、大字泉清水

字長根、大字泉清水字浜渡、大字泉清水字

橋場、大字泉清水字細毛、大字泉清水字松

山、大字泉清水字明神、大字泉清水字山守

長根、大字泉清水字下田 

三沢市 三川目
み か わ め

地区復興産業集積区域 大津２丁目（三川目工業団地） 

 三沢駅東地区復興産業集積区域 南町３～４丁目（三沢駅東工業団地） 
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 三沢臨空東地区復興産業集積区域 三沢字淋代平（三沢臨空東工業団地） 

 細谷地区復興産業集積区域 三沢字淋代平（細谷工業団地） 

 淋代
さびしろ

平
たい

地区復興産業集積区域 三沢字淋代平（淋代平工業団地） 

おいらせ町 百石
ももいし

地区復興産業集積区域 松原１、２丁目（百石工業団地） 

 鶉
うずら

久保
く ぼ

山地区復興産業集積区域 鶉久保山（企業誘致誘導地域） 

 浜
はま

道
みち

地区復興産業集積区域 浜道（企業誘致誘導地域） 

 向
むかい

山
やま

地区復興産業集積区域 向山（企業誘致誘導地域） 

 後
うしろ

谷地
や ち

地区復興産業集積区域 後谷地（企業誘致誘導地域） 

 中平下
なかたいしも

長根山
ながねやま

第１地区復興産業集

積区域 

中平下長根山（企業誘致誘導地域） 

 中平下長根山第２地区復興産業集

積区域 

中平下長根山（企業誘致誘導地域） 

 獺
うそ

野
の

・中野平
なかのたい

・菜
な

飯
めし

地区復興産業

集積区域 

獺野・中野平・菜飯 

 牛込
うしごめ

平
たい

地区復興産業集積区域 牛込平 

階上町 階上
はしかみ

第１地区復興産業集積区域 角柄折字新沼館（階上第１工業団地） 

 階上第２地区復興産業集積区域 蒼前東８丁目（階上第２工業団地） 

  ※別添地図１－１、１－２、１－３参照（南郷地区復興産業集積区域分を除く） 

 

５ 計画の区域において、実施し、又は実施を促進しようとする復興推進事業の内容及び実

施主体に関する事項並びに復興推進事業ごとの特別措置の内容 

（１）法第２条第３項第１号の復興推進事業 

    復興産業集積事業 

 ①事業の内容 

   八戸市、おいらせ町及び階上町の復興産業集積区域において適用できる緑地面積率等

の基準を定める。 

 ②事業主体に関する事項 

   八戸市、おいらせ町及び階上町 

 ③特別な措置の内容 

   八戸市、おいらせ町及び階上町が復興産業集積区域において適用できる緑地面積率等

の基準を、工場立地法又は地域産業集積形成法の準則に代えて条例で定めることができ

る。 

  （条例で定める予定の緑地面積率等の基準（案）の概要） 

市町名 
特例措置を実施しようとする 

復興産業集積区域 
基準（案）の概要 

八戸市 八戸水産加工団地復興産業集積区域、

臨海工業地帯復興産業集積区域、桔梗

野工業団地復興産業集積区域、南郷地

区復興産業集積区域 

 「緑地面積率等に関する区域

の区分ごとの基準」（平成 23

年 9 月 30 日改正）及び「緑地

等面積率等に関する同意企業
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おいらせ町 百石地区復興産業集積区域、鶉久保山

地区復興産業集積区域、浜道地区復興

産業集積区域、向山地区復興産業集積

区域、後谷地地区復興産業集積区域 

立地重点促進区域についての

区域の区分ごとの基準」（平成

23 年 9 月 30 日改正）を参考に、

その下限を下回らないよう緑

地面積率等を定めることとす

る。 

階上町 階上第１地区復興産業集積区域、階上

第２地区復興産業集積区域 

 

（２）法第２条第３項第２号イの復興推進事業＜その１＞ 

 ①復興産業集積区域において集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化の効果 

 （ア）（ウ）及び（エ）の業種の総称 

     グリーンイノベーション関連産業（環境リサイクル・環境配慮型素材関連産業） 

（イ）（ウ）の業種の集積の形成及び活性化を目指す産業集積区域 

    ○臨海工業地帯復興産業集積区域（八戸市） 

    ○新井田地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○松館地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○桔梗野工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

    ○八戸北インター工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

    ○漁港地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○本八戸周辺地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○南郷地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○三沢臨空東地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○淋代平地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○百石地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○後谷地地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○中平下長根山第１地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○中平下長根山第２地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ※別添地図１参照 

 （ウ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 

14 パルプ・紙・紙加工品製造業、23 非鉄金属製造業のうち、環境負荷軽減製品

の製造又はマテリアルリサイクル等の再生資源の有効活用に関するもの 

1639 その他の有機化学工業製品製造業のうち、環境負荷軽減製品の製造 

1223 集成材製造業、1225 パーティクルボード製造業、1226 繊維板製造業、1851

プラスチック成形材料製造業、1852 廃プラスチック製品製造業、1995 再生ゴム

製造業、211 ガラス・同製品製造業、212 セメント・同製品製造業、22 鉄鋼業の

うち、マテリアルリサイクル等の再生資源の有効活用に関するもの 

 （エ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す（ウ）の業

種の主要関連業種 

    （ウ）の業種に係る原材料を提供する業種、貼付物等の製造業、製造装置製造業の

他、再生資源の有効活用に寄与する研究開発機関、コスト低減や生産率向上に寄与
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する運輸業、卸売業等の下記の業種。 

     05 鉱業、採石業、砂利採取業、15 印刷・同関連業、25 はん用機械器具製造業、

26 生産用機械器具製造業、44 道路貨物運送業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積

区域に限る。）、47 倉庫業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、

481 港湾運送業（八戸市の復興産業集積区域に限る。）、484 こん包業（八戸市、

おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業

（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、70 物品賃貸業、71 学術・開

発研究機関、72 専門サービス業（726 デザイン業に限る。）、88 廃棄物処理業 

 （オ）集積の形成及び活性化の効果 

     北東北地域の国際物流拠点及び総合静脈物流拠点（リサイクルポート）である八

戸港を有する対象区域では、「あおもりエコタウンプラン」（平成 14年）の承認を

契機に、八戸市臨海部の企業群によるゼロエミッション技術の確立など先進的な取

組や、「環境・エネルギー産業創造特区」（平成 15年認定）による関連プロジェク

トが展開されており、対象区域が有するポテンシャルや環境・エネルギー分野にお

ける研究開発等を通じた先端技術･ノウハウの蓄積を活かし、需要が拡大すると見込

まれている環境リサイクル・環境配慮型素材関連産業の連携・集積を図ることによ

り、これらの事業の新規立地や投資が促進され、雇用機会の創出が見込まれる。 

 ②①の（イ）の復興産業集積区域のうちその区域の全部又は一部が、雇用等被害地域を含

む市町村の区域内にあるもの 

   ５（２）①（イ）の区域 

 ③特別の措置 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する法人税又は

所得税の課税の特例（法第３７条～第４０条の規定に基づく措置） 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する事業税、不

動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規定に

基づく措置） 

 

（３）法第２条第３項第２号イの復興推進事業＜その２＞ 

 ①復興産業集積区域において集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化の効果 

 （ア）（ウ）及び（エ）の業種の総称 

     グリーンイノベーション関連産業（省エネルギー・省力化技術・環境負荷低減型

エネルギー関連産業） 

 （イ）（ウ）の業種の集積の形成及び活性化を目指す産業集積区域 

○臨海工業地帯復興産業集積区域（八戸市） 

    ○桔梗野工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

    ○八戸北インター工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

    ○本八戸周辺地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○白山台地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○南郷地区復興産業集積区域（八戸市） 
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    ○三川目地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○三沢駅東地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○三沢臨空東地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○細谷地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○百石地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○後谷地地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○中平下長根山第１地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○中平下長根山第２地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ※別添地図１参照 

（ウ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 

291 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、294 電球・電気照明器具製造

業、295 電池製造業、299 その他の電気機械器具製造業（太陽電池製造業に限る）、

30 情報通信機械器具製造業、31 輸送用機械器具製造業及び 32 その他の製造業の

うち、省エネルギー・省力化技術製品の製造又は風力発電や太陽光発電などの再

生可能エネルギー技術に関するもの 

33 電気業、34 ガス業、35 熱供給業のうち、環境負荷低減型エネルギー（風力発

電や太陽光発電などの再生可能エネルギー、液化天然ガス（ＬＮＧ）に限る。）

の供給に関するもの 

39 情報サービス業のうち、省電力化に寄与する組込みソフトウェアを作成するも

の 

 （エ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す（ウ）の業

種の主要関連業種 

     （ウ）の業種に係るプラスチック、金属加工品、ガラス、炭素繊維等部材や、電

子部品等の付属品、貼付物等の製造業、製造装置製造業の他、省エネルギー・省力

化技術・新エネルギーの推進に寄与する研究開発機関、コスト低減や生産率向上に

寄与する運輸業、卸売業等の下記の業種。 

     11 繊維工業（116 外衣・シャツ製造業（和式を除く）、117 下着類製造業、118

和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業及び 119 その他の繊維製品製造

業を除く。）、12 木材・木製品製造業、21 窯業・土石製品製造業、24 金属製品製

造業、25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製造業、27 業務用機械器具製

造業（276 武器製造業を除く。）、28 電子部品･デバイス･電子回路製造業、29 電気

機械器具製造業（291 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業、294 電球・電

気照明器具製造業、295 電池製造業、299 その他の電気機械器具製造業のうち太陽

電池製造業を除く。）、44 道路貨物運送業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区

域に限る。）、47 倉庫業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、484

こん包業（（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、51 繊維・衣服等

卸売業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。512 衣服卸売業及び 513

身の回り品卸売業を除く。）、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業（八戸市、お

いらせ町の復興産業集積区域に限る。）、54 機械器具卸売業（八戸市、おいらせ町
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の復興産業集積区域に限る。）、55 その他の卸売業（八戸市、おいらせ町の復興産

業集積区域に限る。）、70 物品賃貸業、71 学術・開発研究機関、72 専門サービス

業（726 デザイン業に限る。）、74 技術サービス業（743 機械設計業、7442 非破壊

検査業、7499 その他の技術サービス業に限る。） 

 （オ）集積の形成及び活性化の効果 

     北東北地域の国際物流拠点及び総合静脈物流拠点（リサイクルポート）である八

戸港を有する対象区域では、「環境・エネルギー産業創造特区」（平成 15年認定）

による関連プロジェクトが展開されており、「青森県エネルギー産業振興戦略」（平

成 18年策定）においても、重点産業分野として環境・エネルギー分野が位置付けら

れている等の理由により、既に液化天然ガス（ＬＮＧ）輸入基地やメガソーラーに

よるエネルギー開発・供給拠点も形成されつつあり、低炭素社会の実現に貢献する

省エネルギーに関する新たな技術開発に向けた取り組み支援（青森県戦略的ものづ

くり先進技術事業化支援事業）と連携を図ることにより、対象区域が有するポテン

シャルや環境・エネルギー分野における研究開発等を通じた先端技術･ノウハウの蓄

積を活かし、需要が拡大すると見込まれている省エネルギー・省力化技術関連産業

及び新エネルギー関連技術産業（例えば、風力発電関連産業、蓄電池産業及び関連

化学産業等）、新エネルギー供給関連産業、省エネルギーに関する新たな技術開発

に取り組むものづくり企業群の連携・集積を図ることにより、これらの事業の新規

立地や投資が促進され、雇用機会の創出が見込まれる。 

 ②①の（イ）の復興産業集積区域のうちその区域の全部又は一部が、雇用等被害地域を含

む市町村の区域内にあるもの 

   ５（３）①（イ）の区域 

 ③特別の措置 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する法人税又は

所得税の課税の特例（法第３７条～第４０条の規定に基づく措置） 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する事業税、不

動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規定に基

づく措置） 

 

（４）法第２条第３項第２号イの復興推進事業＜その３＞ 

 ①復興産業集積区域において集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化の効果 

 （ア）（ウ）及び（エ）の業種の総称 

     ライフイノベーション関連産業（医療機器部材産業・医療用機械器具関連産業） 

（イ）（ウ）の業種の集積の形成及び活性化を目指す産業集積区域 

    ○臨海工業地帯復興産業集積区域（八戸市） 

    ○八戸北インター工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

    ○白山台地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○妙地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○美保野地区復興産業集積区域（八戸市） 



- 16 - 

 

    ○南郷地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ※別添地図１参照 

 （ウ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 

     273 計量器・計測器・分析機器・測量機械器具・理化学機械器具製造業、296 電

子応用装置製造業及び 297 電気計測器製造業のうち、医療用検査機器及び医療用

分析機器の製造に関するもの 

274 医療用機械器具・医療用品製造業 

39 情報サービス業のうち、診断・検査システム等医療ＩＴに係るソフトウェアの

作成に関するもの 

 （エ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す（ウ）の業

種の主要関連業種 

     （ウ）の業種に係るプラスチック、金属加工品、ガラス、炭素繊維等部材や、電

子部品等の付属品、貼付物等の製造業、製造装置製造業の他、コスト低減や生産率

向上に寄与する運輸業、卸売業等の下記の業種。 

     15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、19 ゴム製品製造業、23 非鉄金

属製造業、24 金属製品製造業、25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製造

業、27 業務用機械器具製造業（273 計量器・計測器・分析機器・測量機械器具・理

化学機械器具製造業、274 医療用機械器具・医療用品製造業、276 武器製造業を除

く。）、28 電子部品・デバイス・電子回路製造業、29 電気機械器具製造業（296

電子応用装置製造業、297 電気計測器製造業を除く。）、30 情報通信機械器具製造

業、32 その他の製造業、44 道路貨物運送業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積

区域に限る。）、47 倉庫業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、

484 こん包業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、54 機械器具卸

売業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、55 その他の卸売業（八

戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、70 物品賃貸業、71 学術・開発

研究機関、72 専門サービス業（726 デザイン業に限る。）、74 技術サービス業（743

機械設計業に限る。） 

 （オ）集積の形成及び活性化の効果 

     医療機器に関する分野は、健康寿命アップに貢献するなど社会的意義が高く有望

な分野であり、今後成長が期待される産業分野であることから、県では、国の新成

長戦略にも対応し、本県の地域特性や特色ある地域資源、強みを最大限生かしなが

ら、ライフ関連産業の創出と集積をめざす、「青森ライフイノベーション戦略」（平

成 23 年 11 月策定）を策定したところである。 

     対象区域では、ものづくりの加工に関する知的集積が進んでいるとともに、加工

産業に関する支援拠点が存在していることから、これらの強みを活かし、医療機器

部材の微細加工技術産業や医療用機械器具関連産業の連携・集積を図り、次世代医

療関連機器等の研究・開発拠点を形成することにより、これらの事業の新規立地や

投資が促進され、雇用機会の創出が見込まれる。 
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 ②①の（イ）の復興産業集積区域のうちその区域の全部又は一部が、雇用等被害地域を含

む市町村の区域内にあるもの 

   ５（４）①（イ）の区域 

 ③特別の措置 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する法人税又は

所得税の課税の特例（法第３７条～第４０条の規定に基づく措置） 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する事業税、不

動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規定に

基づく措置） 

 

（５）法第２条第３項第２号イの復興推進事業＜その４＞ 

 ①復興産業集積区域において集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化の効果 

 （ア）（ウ）及び（エ）の業種の総称 

     ライフイノベーション関連産業（健康食品、化粧品、医薬品及び医療・介護用品） 

 （イ）（ウ）の業種の集積の形成及び活性化を目指す産業集積区域 

○臨海工業地帯復興産業集積区域（八戸市） 

    ○八戸北インター工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

○本八戸周辺地区復興産業集積区域（八戸市） 

○長苗代地区復興産業集積区域（八戸市） 

○妙地区復興産業集積区域（八戸市） 

○美保野地区復興産業集積区域（八戸市） 

○南郷地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○淋代平地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ※別添地図１参照 

 （ウ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 

09 食料品製造業、10 飲料･たばこ･飼料製造業（105 たばこ製造業を除く。）、

131 家具製造業、14 パルプ・紙・紙加工品製造業、164 油脂加工製品・石けん・

合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業、165 医薬品製造業及び 166 化粧品・歯磨・

その他の化粧品調製品製造業のうち、健康食品、化粧品、医薬品、医療・介護用

品の製造に関するもの 

 （エ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す（ウ）の業

種の主要関連業種 

     （ウ）の業種に係る貼付物等の製造業、製造装置製造業、医療・健康に関連する

衛生用品等の製造業の他、コスト低減や生産率向上に寄与する運輸業、卸売業等の

下記の業種。 

     11 繊維工業、12 木材・木製品製造業、15 印刷・同関連業、16 化学工業（164 油

脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業、165 医薬品製造業、166

化粧品・歯磨・その他の化粧品調製品製造業を除く。）、26 生産用機械器具製造業、

32 その他の製造業、44 道路貨物運送業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域
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に限る。）、47 倉庫業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、484

こん包業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、51 繊維・衣服等卸

売業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、52 飲食料品卸売業（八

戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、55 その他の卸売業（八戸市、お

いらせ町の復興産業集積区域に限る。）、70 物品賃貸業、71 学術・開発研究機関、

72 専門サービス業（726 デザイン業に限る。） 

 （オ）集積の形成及び活性化の効果 

     健康食品に関する分野は、健康寿命アップに貢献するなど社会的意義が高く、ま

た、化粧品に関する分野はアンチエイジング効果が注目されているなど有望な分野

であり、今後成長が期待される産業分野であることから、県では、国の新成長戦略

にも対応し、本県の地域特性や特色ある地域資源、強みを最大限生かしながら、ラ

イフ関連産業の創出と集積をめざす、「青森ライフイノベーション戦略」（平成 23

年 11 月策定）を策定したところである。 

     対象区域では、健康食品の原材料となる農林水産資源が豊富であるとともに、食

品分野の公設試験研究機関が存在するなど、研究開発の基盤が確立しており、また、

化粧品に関しては、アンチエイジング効果のある素材であり、地域に根ざした優位

性のある技術シーズであるプロテオグリカンが存在し、これに関する多数の事業者

から構成される連携体が設立されていることから、これらの強みを活かし、いわゆ

る健康食品などの食品関連産業（食品加工）や、化粧品関連産業の連携・集積を図

り、健康食品・化粧品の研究・開発拠点を形成することにより、これらの事業の新

規立地や投資が促進され、雇用機会の創出が見込まれる。 

 ②①の（イ）の復興産業集積区域のうちその区域の全部又は一部が、雇用等被害地域を含

む市町村の区域内にあるもの 

   ５（５）①（イ）の区域 

 ③特別の措置 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する法人税又は

所得税の課税の特例（法第３７条～第４０条の規定に基づく措置） 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する事業税、不

動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規定に

基づく措置） 

 

（６）法第２条第３項第２号イの復興推進事業＜その５＞ 

 ①復興産業集積区域において集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化の効果 

 （ア）（ウ）及び（エ）の業種の総称 

     エレクトロニクス等先端技術産業（半導体製造装置、半導体、情報通信機器、電

子部品・デバイス・電子回路の製造業） 

 （イ）（ウ）の業種の集積の形成及び活性化を目指す産業集積区域 

    ○臨海工業地帯復興産業集積区域（八戸市） 

    ○桔梗野工業団地復興産業集積区域（八戸市） 
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    ○八戸北インター工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

    ○長苗代地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○白山台地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○南郷地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○三沢駅東地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○三沢臨空東地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○淋代平地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○後谷地地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○中平下長根山第１地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○中平下長根山第２地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

○階上第２地区復興産業集積区域（階上町） 

    ※別添地図１参照 

 （ウ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 

     267 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、28 電子部品・デバイ

ス・電子回路製造業、30 情報通信機械器具製造業 

 （エ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す（ウ）の業

種の主要関連業種 

     （ウ）の業種に係るプラスチック等原材料の製造業、製品化される電化製品や金

属加工品、ガラス等その部材及び貼付物等の製造業、電子部品の製造装置製造業、

コスト低減や生産率向上に寄与する運輸業、卸売業等の下記の業種。 

     11 繊維工業（116 外衣・シャツ製造業（和式を除く）、117 下着類製造業、118

和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業及び 119 その他の繊維製品製造

業を除く。）、14 パルプ・紙・紙加工品製造業、15 印刷・同関連業、16 化学工業

(161 化学肥料製造業、164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製

造業、165 医薬品製造業、166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業及び 1624

塩製造業を除く。)、17 石油製品・石炭製品製造業、18 プラスチック製品製造業、

19 ゴム製品製造業、21 窯業・土石製品製造業、22 鉄鋼業、23 非鉄金属製造業、24

金属製品製造業、25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製造業（267 半導体・

フラットパネルディスプレイ製造装置製造業を除く。）、27 業務用機械器具製造業、

29 電気機械器具製造業、32 その他の製造業、44 道路貨物運送業（八戸市、おいら

せ町の復興産業集積区域に限る。）、47 倉庫業（八戸市、おいらせ町の復興産業集

積区域に限る。）、481 港湾運送業（八戸市の復興産業集積区域に限る。）、484

こん包業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、51 繊維・衣服等卸

売業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。512 衣服卸売業及び 513 身

の回り品卸売業を除く。）、53 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業（八戸市、おい

らせ町の復興産業集積区域に限る。）、54 機械器具卸売業（八戸市、おいらせ町の

復興産業集積区域に限る。）、70 物品賃貸業、71 学術・開発研究機関、72 専門サ

ービス業（726 デザイン業に限る。）、74 技術サービス業（743 機械設計業、7499

その他の技術サービス業に限る。） 
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 （オ）集積の形成及び活性化の効果 

     対象区域には、地方独立行政法人青森県産業技術センター八戸地域研究所におけ

る関連技術の研究開発、八戸工業大学及び八戸工業高等専門学校での高度技術者の

養成に取り組んでいるとともに、八戸港や三沢空港を始めとする重層的な交通ネッ

トワークの立地特性が存在しているところである。 

これらの既存資源を生かし、今後も大きな成長が期待される半導体関連産業、情

報通信関連産業を核としたエレクトロニクス、メカトロニクス（以下、「エレクト

ロニクス等という。」）の先端技術産業の集積・連携を図ることにより、これらの

事業の新規立地や投資が促進され、雇用機会の創出が見込まれる。 

 ②①の（イ）の復興産業集積区域のうちその区域の全部又は一部が、雇用等被害地域を含

む市町村の区域内にあるもの 

   ５（６）①（イ）の区域 

 ③特別の措置 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する法人税又は

所得税の課税の特例（法第３７条～第４０条の規定に基づく措置） 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する事業税、不

動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規定に

基づく措置） 

 

（７）法第２条第３項第２号イの復興推進事業＜その６＞ 

 ①復興産業集積区域において集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化の効果 

 （ア）（ウ）及び（エ）の業種の総称 

     エレクトロニクス等先端技術産業（輸送用機械器具製造業） 

 （イ）（ウ）の業種の集積の形成及び活性化を目指す産業集積区域 

    ○臨海工業地帯復興産業集積区域（八戸市） 

    ○八戸北インター工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

○漁港地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○長苗代地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○白山台地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○南郷地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○三川目地区復興産業集積区域（三沢市） 

○三沢駅東地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○三沢臨空東地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○細谷地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○百石地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○後谷地地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○中平下長根山第１地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○中平下長根山第２地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ※別添地図１参照 
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 （ウ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 

3113 自動車部分品・附属品製造業、3122 鉄道車両用部分品製造業、3149 その他の航

空機部分品・補助装置製造業のうち、自動車、鉄道及び航空機の部品製造に関する

もの 

313 船舶製造・修理業、船用機関製造業 

3141 航空機製造業（三沢市の復興産業集積区域に限る。） 

上記の業種に係る 310 管理、補助的経済活動を行う事業所 

 （エ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す（ウ）の業

種の主要関連業種 

    （ウ）の業種に係るプラスチック等原材料の製造業、輸送用機械器具に係るシート、

内装、ガラス、車体・機体・船体等の部材や鉄、プラスチック、炭素繊維等の原材

料の製造業、また搭載される電飾、電装品、無線、魚群探知機といった付属品、貼

付物等の製造業、製造装置製造業の他、コスト低減や生産率向上に寄与する運輸業、

卸売業等の下記の業種。 

     11 繊維工業（116 外衣・シャツ製造業（和式を除く）、117 下着類製造業、118

和装製品・その他の衣服・繊維製身の回り品製造業及び 119 その他の繊維製品製造

業を除く。）、14 パルプ・紙・紙加工品製造業、15 印刷・同関連業、16 化学工業

(161 化学肥料製造業、164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製

造業、165 医薬品製造業、166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業及び 1624

塩製造業を除く。)、17 石油製品・石炭製品製造業、18 プラスチック製品製造業、

19 ゴム製品製造業、21 窯業・土石製品製造業、22 鉄鋼業、23 非鉄金属製造業、24

金属製品製造業、25 はん用機械器具製造業、26 生産用機械器具製造業、27 業務用

機械器具製造業、29 電気機械器具製造業、32 その他の製造業、44 道路貨物運送業

（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、47 倉庫業（八戸市、おいら

せ町の復興産業集積区域に限る。）、484 こん包業（八戸市、おいらせ町の復興産

業集積区域に限る。）、51 繊維・衣服等卸売業（八戸市、おいらせ町の復興産業集

積区域に限る。512 衣服卸売業及び 513 身の回り品卸売業を除く。）、53 建築材料、

鉱物・金属材料等卸売業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、54

機械器具卸売業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、70 物品賃貸

業、71 学術・開発研究機関、72 専門サービス業（726 デザイン業に限る。）、74

技術サービス業（743 機械設計業、7499 その他の技術サービス業に限る。） 

 （オ）集積の形成及び活性化の効果 

  対象区域には、地方独立行政法人青森県産業技術センター八戸地域研究所における関連

技術の研究開発、八戸工業大学及び八戸工業高等専門学校での高度技術者の養成に取り組

んでいるとともに、八戸港や三沢空港を始めとする重層的な交通ネットワークの立地特性

が存在しているところである。 

また、同産業については、「青森県自動車関連産業振興戦略」（平成 20年策定）や

「三沢市航空機産業誘致基本構想」（平成 23年策定）において、戦略的な企業誘致に

取り組み、集積を図ることとしている。 
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これらの既存資源の活用や取組により、今後も大きな成長が期待される半導体関連産業、

自動車・鉄道・航空機部分品製造業や船舶・航空機製造業を核とした先端技術産業の集積・

連携を図ることにより、これらの事業の新規立地や投資が促進され、雇用機会の創出が見

込まれる。 

 ②①の（イ）の復興産業集積区域のうちその区域の全部又は一部が、雇用等被害地域を含

む市町村の区域内にあるもの 

   ５（７）①（イ）の区域 

 ③特別の措置 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する法人税又は

所得税の課税の特例（法第３７条～第４０条の規定に基づく措置） 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する事業税、不

動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規定に

基づく措置） 

 

（８）法第２条第３項第２号イの復興推進事業＜その７＞ 

 ①復興産業集積区域において集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化の効果 

 （ア）（ウ）及び（エ）の業種の総称 

     地域の特色を生かした「あおもり食産業」（食品関連産業） 

 （イ）（ウ）の業種の集積の形成及び活性化を目指す産業集積区域 

    ○八戸水産加工団地復興産業集積区域（八戸市） 

    ○臨海工業地帯復興産業集積区域（八戸市） 

    ○桔梗野工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

    ○八戸北インター工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

    ○漁港地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○長苗代地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○本八戸周辺地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○白山台地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○南郷地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○三川目地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○細谷地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○淋代平地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ○百石地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○鶉久保山地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○浜道地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○向山地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○後谷地地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○中平下長根山第１地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○中平下長根山第２地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○階上第１地区産業復興集積区域（階上町） 
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    ※別添地図１参照 

 （ウ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 

     09 食料品製造業（５（５）に係るものを除く。）、10 飲料・たばこ・飼料製造

業（５（５）に係るもの及び 105 たばこ製造業を除く。） 

 （エ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す（ウ）の業

種の主要関連業種 

     （ウ）の業種に係る貼付物や容器等の製造業、コスト低減や生産率向上に寄与す

る運輸業、卸売業、技術開発を支援する研究機関等の下記の業種。 

     15 印刷・同関連業、18 プラスチック製品製造業、44 道路貨物運送業（八戸市、

おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、47 倉庫業（八戸市、おいらせ町の復興

産業集積区域に限る。）、484 こん包業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域

に限る。）、52 飲食料品卸売業（八戸市、おいらせ町の復興産業集積区域に限る。）、

70 物品賃貸業、71 学術・開発研究機関 

 （オ）集積の形成及び活性化の効果 

     対象区域では、全国有数の水揚げを誇る八戸漁港を中心とした水産業や、日本一

の生産量を誇るにんにく、ごぼうなどの野菜栽培、全国有数の飼養頭数である養豚・

ブロイラーを中心とした畜産業などが盛んであり、豊富な農林水産資源や加工技術

の蓄積を背景として、当地域では、食品関連産業の製造品出荷額の割合も多い。 

     また、同区域には古くから伝承的に継承されてきた酒造りの文化があり、酒蔵も

多く立地しているほか、地サイダー等の飲料メーカーも立地しており、低炭素社会

の実現に貢献する省エネルギーに関する新たな技術開発に向けた取り組み支援（青

森県戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業）と連携を図ることにより、地域の

特色を生かした食品関連産業の更なる集積の他に省エネルギーに関する新たな技術

開発による新産業の創出が期待され、県産農林水産物を活用した食品の研究開発や

加工技術の開発などを進めることにより新技術・新産業の創出も期待できる。 

     本事業により、同地域の食品関連産業の新規立地や投資が促進され、雇用機会の

創出が見込まれる。 

 ②①の（イ）の復興産業集積区域のうちその区域の全部又は一部が、雇用等被害地域を含

む市町村の区域内にあるもの 

   ５（８）①（イ）の区域 

 ③特別の措置 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する法人税又は

所得税の課税の特例（法第３７条～第４０条の規定に基づく措置） 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する事業税、不

動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規定に

基づく措置） 

 

（９）法第２条第３項第２号イの復興推進事業＜その８＞ 

 ①復興産業集積区域において集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化の効果 
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 （ア）（ウ）及び（エ）の業種の総称 

     情報サービス関連産業 

 （イ）（ウ）の業種の集積の形成及び活性化を目指す産業集積区域 

    ○臨海工業地帯復興産業集積区域（八戸市） 

    ○八戸北インター工業団地復興産業集積区域（八戸市） 

    ○長苗代地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○本八戸周辺地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○白山台地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○南郷地区復興産業集積区域（八戸市） 

    ○三沢駅東地区復興産業集積区域（三沢市） 

○三沢臨空東地区復興産業集積区域（三沢市） 

    ※別添地図１参照 

 （ウ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 

3719 その他の固定電気通信業のうちインターネットデータセンターに係るもの 

39 情報サービス業（グリーンイノベーション関連産業、ライフイノベーション関連

産業に係るものを除く。）のうちソフトウェア開発及びテレマーケティングに係る

もの 

40 インターネット付随サービス業のうちインターネットデータセンター、ソフトウ

ェア開発又はテレマーケティングに関するもの 

71 学術・開発研究機関のうちソフトウェア開発に関するもの 

72 専門サービス業（726 デザイン業に限る。）のうち、ソフトウェアのデザインに

関するもの。 

 （エ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す（ウ）の業

種の主要関連業種 

     37 通信業（3719 その他の固定電気通信業を除く。） 

 （オ）集積の形成及び活性化の効果 

     対象区域において、データセンター等の集積を図ることにより、地場の製造・情

報サービス・メインテナンス企業などと持続可能な新事業モデルを創出し、地域経

済の循環と新たな雇用創出、関連産業の創出が見込まれる。 

 ②①の（イ）の復興産業集積区域のうちその区域の全部又は一部が、雇用等被害地域を含

む市町村の区域内にあるもの 

   ５（９）①（イ）の区域 

 ③特別の措置 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する法人税又は

所得税の課税の特例（法第３７条～第４０条の規定に基づく措置） 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する事業税、不

動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規定に

基づく措置） 
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（１０）法第２条第３項第２号イの復興推進事業＜その９＞ 

 ①復興産業集積区域において集積を目指す業種並びに集積の形成及び活性化の効果 

 （ア）（ウ）及び（エ）の業種の総称 

     地理的特性を生かした商業（小売業） 

 （イ）（ウ）の業種の集積の形成及び活性化を目指す産業集積区域 

    ○獺
うそ

野
の

・中野平
なかのたい

・菜
な

飯
めし

地区復興産業集積区域（おいらせ町） 

    ○牛込
うしごめ

平
たい

地区復興産業集積区域（おいらせ町） 
    ※別添地図１参照 

 （ウ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す特定の業種 

     56 各種商品小売業、60 その他の小売業 

 （エ）（イ）の復興産業集積区域においてその集積の形成及び活性化を目指す（ウ）の業

種の主要関連業種 

     （ウ）の業種に係るコスト低減や生産率向上に寄与する運輸業等の下記の業種。 

      44 道路貨物運送業、47 倉庫業、484 こん包業、70 物品賃貸業 

 （オ）集積の形成及び活性化の効果 

     おいらせ町の獺野・中野平・菜飯地区及び牛込平地区では、２つの高速道路のイ

ンターチェンジや国道４５号及び３３８号、近隣には三沢空港や東北新幹線八戸駅

があり、交通ネットワークが充実していることから、現在、イオンモール下田やそ

の他小売業などの商業施設が集積している。当該施設には、交通ネットワークの利

点から県南地域を始め、下北地域や岩手県北地域からも集客があり、また、近年は

人口も伸び続けていることから、商業施設の集積が地域の活性化が期待できる。 

     本事業により、同地域における商業（小売業）の新規投資や雇用機会の創出が見

込まれる。 

 ②①の（イ）の復興産業集積区域のうちその区域の全部又は一部が、雇用等被害地域を含

む市町村の区域内にあるもの 

   ５（１０）①（イ）の区域 

 ③特別の措置 

   ①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する法人税又は

所得税の課税の特例（法第３７条～第４０条の規定に基づく措置） 

①の（ウ）又は（エ）の業種に属する事業を実施する指定事業者に対する事業税、不

動産取得税又は固定資産税の課税免除又は不均一課税に伴う措置（法第４３条の規定に

基づく措置） 

 

（１１）雇用等被害地域及び雇用等被害地域を含む市町村 

雇用等被害地域は、津波により浸水した直接の被害が生じた地域で、別添で図示す

る地域。（別添地図２） 

雇用等被害地域を含む市町村は、八戸市、三沢市、おいらせ町、階上町 

＜理由＞ 

 当該地域では津波による直接の被害により、主要産業の漁業の最も重要な基盤である漁
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港において多大な被害が生じた。 

当該地域の漁港被害の復旧事業費の標準税収入に対する割合は相当程度大きく、甚大な

被害を受けている。（図 a） 

また、八戸市では、漁港の後背地に立地する区域において広範囲に及ぶ津波による被災

のため、八戸市第一、第二、第三魚市場及び卸売場の１階部分の全損をはじめ、冷蔵・冷

凍施設や水産加工施設などの水産関係の事業所の約６割が被災するなど甚大な被害を受け

た。 

おいらせ町では、同町の百石漁港に荷さばき施設がないことにより、漁業者が八戸漁港

や三沢漁港に水揚げしているため、百石漁港における漁船被害に加え、両漁港の被災によ

り、百石町漁協に所属する９２．３％の漁船が被害を受け、漁獲量が４月の前年同月比で

▲９６．３％となるなど、漁業従事者が廃業を余儀なくされ、その生産活動の基盤に著し

い被害を受けた。（図 b） 

 

 （図ａ） 

   「対象区域の復旧事業費と標準税収入額の状況」（青森県及び市町とりまとめ） 

   
（単位：千円） 

市町名 被害総額 
①漁港関連施設 

復旧事業費 
②標準税収入額 ①/② 

八戸市 121,233,647 2,709,745 30,872,377 8.8% 

三沢市 7,835,111 3,475,905 4,969,910 69.9% 

おいらせ町 1,913,584 232,000 2,742,961 8.5% 

階上町 1,099,885 271,258 1,277,555 21.2% 

計 132,082,227 6,688,908 39,862,803 16.8% 
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（図 b） 

   「水産業関係被害状況」 

     （資料出所） 

      ・平成 23 年東北地方太平洋沖地震の被害について（青森県災害対策本部 12 月

21 日 13 時 30 分現在）） 

      ・漁船関係被害及び水産関係被害額は市町調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・沿岸漁協関係
件数

　　漁協事務所滅失・破損 5 （八戸市4、三沢市1）
　　荷捌施設滅失・破損 10 （八戸市8、三沢市1、階上町1）
　　作業保管室滅失・破損 46 （八戸市29、三沢市4、おいらせ町1、階上町12）
　　漁船保全施設滅失・破損 6 （八戸市3、三沢市3）
　　種苗生産施設破損 3 （八戸市2、階上町1）
　　鮮度保持室滅失・破損 5 （八戸市1、三沢市3、階上町1）
　　燃料等補給施設破損 3 （三沢市2、階上町1）
　　加工処理施設滅失・破損 2 （階上町2）
　　その他関係施設滅失・破損 32 （八戸市3、三沢市18、階上町11）

被害施設 被害市町

○水産関係被害
・漁港関係施設

件数
　　浮き桟橋流出 4 （三沢漁港）
　　防波堤の倒壊､破損､沈下 20 （八戸、三沢、百石、小舟渡漁港）
　　岸壁の破損 11 （八戸、三沢、百石漁港）
　　用地舗装の破損 34 （八戸、大蛇、三沢、小舟渡漁港）
　　道路流出、舗装破損 15 （三沢、八戸、百石、小舟渡漁港）
　　護岸破損 16 （三沢、八戸、百石漁港）
　　海岸環境施設 14 （三沢漁港）
　　突堤破損 3 （種差、三沢漁港）
　　泊地埋塞 34 （三沢、百石、八戸、小舟渡漁港）
　　その他関係施設 35

被害施設 被害漁港

○漁船関係被害（隻）
被害数

滅失 破損
八戸市 491 318 175 143

市川漁協 24 23 21 2

八戸みなと漁協 96 39 20 19

八戸鮫浦漁協 112 55 16 39

八戸市南浜漁協 186 158 102 56

青森県旋網漁協 21 10 5 5

八戸機船漁協 52 33 11 22

三沢市 147 79 14 65

三沢市漁協 147 79 14 65

おいらせ町 52 48 21 27

百石町漁協 52 48 21 27

階上町 260 124 68 56

階上町漁協 260 124 68 56

950 569 278 291

市町名・漁協名

計

震災前
所有数
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   （図 c） 

    「事業主都合離職者数（常用雇用者）」 

    （資料出所）  

     ・ハローワーク別事業主都合離職者数比較（パートタイムを除く）（青森労働局） 

     ・平成２１年経済センサス－基礎調査（市町村毎の全従業員数（うち常用雇用者））

（総務省統計局） 

  ４月 ５月 ６月 計 
前年度

比較(%) 

八戸公共職業安定所 
平成２２年 619 338 353 1,310 

112 
平成２３年 701 445 319 1,465 

三沢公共職業安定所 
平成２２年 430 215 200 845 

105 
平成２３年 415 285 186 886 

全 国 
平成２２年 249,075 151,023 150,439 550,537 

97 
平成２３年 248,604 154,405 132,229 535,238 

 

    

 

 

・漁具滅失・破損
　八戸市55件、三沢市118件、おいらせ町34件、階上町80件

・その他被害
　ふ化場（八戸市）、養殖施設（八戸市）

○水産関係被害額
市町名
八戸市
三沢市

おいらせ町
階上町

計

21,019,790
4,532,586

476,319
590,061

被害額（千円）

26,618,756
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（１２）関連して実施される一般復興事業の内容とその実施主体 

事業等名称 事業内容 実施主体 

青森県経営安定化サポート資

金（災害復旧枠） 

事業用資産に直接被害を受けた中小企業

者に対する無利子・保証料全額免除の融資

（対象業種：すべての業種） 

青森県 

市町村 

   〃   （中小企業経営

安定枠） 

間接被害により事業活動に影響を受けた

中小企業者に対する低利融資（対象業種：

すべての業種） 

青森県 

市町村 

青森県未来への挑戦資金（震災

離職者雇用支援枠） 

震災による離職者等を常用従業員として

１名以上雇用する中小企業者に対する低

利融資（対象業種：すべての業種） 

青森県 

市町村 

青森県産業立地促進費補助金 本県に立地する企業が工場等の新設に要

する経費の一部補助(対象業種：製造業､頭

脳立地業種(ソフトウェア業､情報処理業､

情報提供サービス業､総合リース業､産業

用機械器具賃貸業､事務用機械器具賃貸

業､機械修理業､広告代理業､ディスプレイ

業､産業用設備洗浄業､非破壊検査業､デザ

イン業､経営コンサルタント業､機械設計

業､エンジニアリング業､自然科学研究所)､

研究開発型企業､医療･健康福祉関連業種

及び農工ベストミックス関連業種､情報通

信関連業種のほか､道路貨物運送業､倉庫

業､こん包業及び卸売業(金矢工業団地･青

森中核工業団地において土地を取得した

場合)､FPD 関連業種(むつ小川原開発地区

に限る)､環境リサイクル･エネルギー関連

業種(環境･エネルギー産業創造特区エリア

に限る。)) 

青森県 

テレマーケティング関連産業

立地促進費補助金 

本県に立地するテレマーケティング関連

企業のオフィス賃貸料、通信回線使用料等

に要する経費の一部補助（対象業種：テレ

マーケティング関連産業） 

青森県 

八戸市中小企業振興条例 中小企業者又は中小企業団体が以下の事

業を行う場合に助成 

①高度化事業 

②共同施設設置事業 

③指定地域への工場等の設置（指定地域

は、桔梗野工業団地及び八戸北インター工

業団地） 

④新事業活動 

（対象業種：すべての業種（①②④）。但

し、「③指定地域への工場等の設置」につ

いては、建設業、製造業(武器製造業を除

く)、運送業、倉庫業、印刷業、自動車整

備業、廃棄物処理業、その他これに類する

業種に限る。） 

八戸市 
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八戸市企業立地促進条例（立地

奨励金） 

八戸市に立地する企業の用地取得費用の

一部を奨励金として交付（対象業種：高度

技術工業、産業支援サービス業、製造業、

道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸

売業、自然科学研究所、環境への負荷の

低減又はエネルギーの安定的な供給の確

保に資する事業に属する業種） 

八戸市 

 〃 （操業奨励金） 八戸市に立地する企業の設備投資に係る

固定資産税の一部を奨励金として交付（対

象業種：立地奨励金に同じ） 

八戸市 

 〃 （雇用奨励金） 八戸市に立地する企業の雇用に応じた奨

励金を交付（対象業種：立地奨励金に同じ） 

八戸市 

八戸市テレマーケティング関

連産業立地促進費補助及び雇

用奨励金交付要領 

八戸市に立地するテレマーケティング関

連企業のオフィス賃貸料に要する経費の

一部補助及び雇用奨励金の交付（対象業

種：テレマーケティング関連産業） 

八戸市 

八戸市優良事業の誘致の促進

に関する条例 

八戸市南郷地区に立地する企業の設備投資、

設備投資に係る固定資産税の一部及び雇用

に応じた額を奨励金として交付（対象事業：

産業の振興、住民福祉の向上、学術文化の向

上、雇用の拡大等に寄与すると認められる事

業） 

八戸市 

八戸港コンテナ輸送トライア

ル補助金 

八戸港の外貿コンテナ定期航路を利用す

る企業に対し、コンテナの輸出入に要する

経費の一部を補助（対象業種：すべての業

種） 

八戸市 

八戸港小口混載貨物サービス

事業支援助成金 

八戸港のコンテナ定期航路の小口混載貨

物サービスを提供する事業者に対し、経費

の一部を助成（対象業種：貨物利用運送事

業法（平成元年法律第２８号）第３条の規

定により登録された外航貨物利用運送事

業を行う事業者） 

八戸市 

三沢市企業立地促進条例（立地

促進奨励金） 

三沢市に立地する企業（認定企業）の工場

等の新増設に要した経費（建物、償却資産、

賃貸料（情報通信関連産業のみ））の一部

を奨励金として交付（対象業種：製造業、

情報通信関連産業） 

三沢市 

三沢市企業立地促進条例 

（雇用促進奨励金） 

三沢市に立地する企業（認定企業）の工場

等の新増設に伴い新たに雇用した人数（市

民）に応じて奨励金として交付（対象業

種：製造業、情報通信関連産業） 

三沢市 

三沢市企業立地促進条例  

（環境保全施設等奨励金） 

三沢市に立地する企業（認定企業）の工場

等の新増設に伴う環境保全施設等の設置

に要した経費の一部を奨励金として交付

（対象業種：製造業、情報通信関連産業） 

三沢市 

三沢市企業立地促進条例  

（リース） 

三沢市に立地する企業（誘致企業）に対す

る細谷工業団地の無償貸付（対象業種：製

造業、情報通信関連産業） 

三沢市 
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おいらせ町工場誘致奨励条例

（雇用促進奨励金） 

おいらせ町に立地する企業の雇用に応じ

た奨励金を交付（対象業種：製造業、道路

貨物運送業、倉庫業、ソフトウェア業、こ

ん包業及び卸売業） 

おいらせ町 

おいらせ町緊急雇用奨励金 新卒就職未内定者と非自発的離職者を雇

用した事業所に対する補助（震災加算分あ

り）（対象業種：すべての業種（ただし町

内の事業所に限る。）） 

おいらせ町 

階上町企業誘致条例 階上町に立地する企業（誘致企業）の設備

投資額に応じて、新増設した施設に課した

固定資産税に相当する額の範囲内で奨励

金を交付。また、新たに雇用した人数に応

じて、新増設した施設に課した固定資産税

に相当する額の範囲内で奨励金を交付（対

象業種：すべての業種） 

階上町 

青森県戦略的ものづくり先進

技術事業化支援事業 

低炭素社会の実現に貢献する省エネルギ

ー技術であって、地域の技術基盤を強化す

るとともに、都道府県域を越えてイノベー

ションを起こす可能性のある製品等の事

業化に取り組む県内企業が、省エネルギー

技術の新たな事業化を行うために必要な、

市場調査、試作品製造、技術開発、販路開

拓等を行う事業に要する経費を助成（対象

業種：すべての業種） 

財団法人 21

あおもり産

業総合支援

センター 
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６ 復興産業集積区域において、実施し、又はその実施を促進しようと復興推進事業の内容

及び実施主体に関する事項並びに復興推進事業ごとの特別措置の内容 

  下表の各項目に丸印を付した内容に同じ。 

市町名 区域 

規制

の 

特例 

税制の特例 

グリーン ライフ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

食品 情報 商業 

リ
サ
イ
ク
ル
・
環
境

配
慮
型
素
材 

省
エ
ネ
・
省
力

化
・
環
境
負
荷

低
減
型
エ
ネ 

医
療
機
器
・
医

療
機
械
器
具 

健
康
食
品･

化

粧
品･
医
薬
品 

半
導
体
製
造
装
置

半
導
体
・
情
報
通
信

機
器 

輸
送
用
機
械
器
具 

5(1) 5(2) 5(3) 5(4) 5(5) 5(6) 5(7) 5(8) 5(9) 5(10) 

八戸市 八戸水産加工団地復興産業集積区域 ○       ○   

 臨海工業地帯復興産業集積区域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 新井田地区復興産業集積区域  ○         

 松館地区復興産業集積区域  ○         

 桔梗野工業団地復興産業集積区域 ○ ○ ○   ○  ○   

 八戸北インター工業団地復興産業集積区域   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

 漁港地区復興産業集積区域  ○     ○ ○   

 長苗代地区復興産業集積区域     ○ ○ ○ ○ ○  

 本八戸周辺地区復興産業集積区域  ○ ○  ○   ○ ○  

 白山台地区復興産業集積区域   ○ ○  ○ ○ ○ ○  

 妙地区復興産業集積区域    ○ ○      

 美保野地区復興産業集積区域    ○ ○      

 南郷地区復興産業集積区域 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

三沢市 三川目地区復興産業集積区域   ○    ○ ○   

 三沢駅東地区復興産業集積区域   ○   ○ ○  ○  

 三沢臨空東地区復興産業集積区域  ○ ○   ○ ○  ○  

 細谷地区復興産業集積区域   ○    ○ ○   

 淋代平地区復興産業集積区域  ○   ○ ○  ○   

おいらせ町 百石地区復興産業集積区域 ○ ○ ○    ○ ○   

 鶉久保山地区復興産業集積区域 ○       ○   

 浜道地区復興産業集積区域 ○       ○   

 向山地区復興産業集積区域 ○       ○   

 後谷地地区産業復興集積区域 ○ ○ ○   ○ ○ ○   

 中平下長根山第 1 地区復興産業集積区域   ○ ○   ○ ○ ○   

 中平下長根山第２地区復興産業集積区域   ○ ○   ○ ○ ○   

 獺野･中野平･菜飯地区復興産業集積区域          ○ 

 牛込平地区復興産業集積区域          ○ 

階上町 階上第１地区復興産業集積区域 ○       ○   

 階上第２地区復興産業集積区域 ○     ○     
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７ 当該計画の実施が当該計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と当該計画の区域

の活力の再生に寄与するものである旨の説明 

   当該計画に定められた復興推進事業の実施により、全国でも有数の水揚げ高を誇る八

戸港や近隣市町の漁港の周辺地域に食品関連産業や関連業種の集積の形成及び活性化が

図られる。 

   また、当該地域が有する重層的な交通ネットワークや工業団地、大学や研究機関等の

立地など、本県の地理的特性や地域資源や強みを最大限生かし、強みを生かしたイノベ

ーション産業や環境・エネルギー関連産業の集積の形成や活性化が図られる。 

   さらに、高速道路や国道からアクセスが良く、小売業の集積地である地理的条件を活

用し、商業の集積の形成及び活性化が図られる。 

   これらの効果は、計画の区域における復興の円滑かつ迅速な推進と活力の再生に寄与

するものである。 

 

８ その他 

 （１）法第４条第３項に基づく意見聴取は、本計画が、県と八戸市、三沢市、おいらせ町、

階上町の共同作成のため不要。 

 （２）本計画に基づき実際の産業集積の形成及び活性化を進めていくに当たっては、業種

について、よりきめ細かく、地域資源の活用や地域特性を踏まえることとする。 


